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山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

山
梨
県
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規

則

（
医
師
の
指
定
）

第
一
条
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第

十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
（
以
下
「
医
師
の
指
定
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
医
師
の
う
ち
か
ら
行
う
も

の
と
す
る
。

診
断
の
対
象
者

医
　
　
師

一
　
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

定
め
る
病
気
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
十
八
条
第

締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第

一
項
の
精
神
保
健
指
定
医
に
指
定
さ
れ
て
い
る
医
師

三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
三
号
に
定

め
る
病
気
を
除
く
。
）
に
か
か
っ
て
い

る
者
並
び
に
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者

二
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

上
欄
の
病
気
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知
識

第
五
条
の
二
第
三
号
に
定
め
る
病
気
に

及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
師

か
か
っ
て
い
る
者

三
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

上
欄
の
認
知
症
の
診
断
に
つ
い
て
特
に
専
門
的
な
知

二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定

識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
師

す
る
認
知
症
で
あ
る
者

２
　
医
師
の
指
定
の
期
間
は
三
年
と
し
、
再
指
定
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
告
示
）

第
二
条
　
医
師
の
指
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
、
勤
務
す
る
病
院
名
、
病
院
の
所
在
地
及
び
診

断
の
対
象
者
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
ア
（
イ
）
中
「（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
七
」
を
「（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
十
四
第
二
項
」
に
、「（
二
以
上
」
を
「
二
以
上
」
に
、

「
パ
タ
ル
装
置
」
を
「
ペ
ダ
ル
装
置
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
条
第
六
項
」
に
、「
臨
時
適
性
検
査
通
知

書
（
別
記
様
式
第
十
一
）
又
は
臨
時
適
性
検
査
通
知
書
（
仮
運
転
免
許
）（
別
記
様
式
第
十
一
の
二
）」

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

五
月
二
十
八
日

号
外
第
三
十
八
号

木　曜　日



を
「
別
記
様
式
第
十
一
の
臨
時
適
性
検
査
通
知
書
又
は
別
記
様
式
第
十
一
の
二
の
臨
時
適
性
検
査
通
知

書
（
仮
運
転
免
許
）」
に
、「
第
九
十
条
第
六
項
又
は
第
百
三
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
条
第
八
項
又
は

第
百
三
条
第
六
項
」
に
、「
適
性
検
査
受
検
命
令
書
（
別
記
様
式
第
十
一
の
三
）
又
は
診
断
書
提
出
命

令
書
（
別
記
様
式
第
十
一
の
四
）」
を
「
別
記
様
式
第
十
一
の
三
の
適
性
検
査
受
検
命
令
書
又
は
別
記

様
式
第
十
一
の
四
の
診
断
書
提
出
命
令
書
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
認
知
機
能
検
査
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
又
は
第
百
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
認

知
機
能
検
査
（
以
下
「
認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。）
の
実
施
及
び
法
第
百
一
条
の
四
第
三
項
に
規

定
す
る
書
面
の
送
付
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

第
十
四
条
第
三
号
中
「
交
通
部
運
転
免
許
課
、
交
通
部
運
転
免
許
課
都
留
分
室
及
び
警
察
署
（
警
察

署
で
行
う
場
合
は
法
第
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
優
良
運
転
者
（
以
下
「
優
良
運
転
者
」
と
い
う
。）

を
対
象
と
す
る
。）
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
」
を
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
行
う
」
に
改

め
る
。

第
十
七
条
の
五
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
教
習
生
は
除
く
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
の
見
出
し
を
「（
技
能
検
査
の
申
請
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
規
定
に
よ
り
、
技

能
の
検
査
」
を
「
に
規
定
す
る
検
査
（
以
下
「
技
能
検
査
」
と
い
う
。）」
に
、「
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
「
添
付
し
て
申
請
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
技
能
検
査
に
よ
り
自
動
車
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
者
と
認
め

る
と
き
は
、
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
技
能
検
査
合
格
証
明
書
を
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第

百
一
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
四
の
六
の
高
齢
者
講
習
受
講
申
請

書
」
の
下
に
「（
以
下
「
高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五

項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
は
、
高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
に
認
知
機
能
検
査
を
受
検
済
み
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
加
齢
に
伴
っ
て
生
ず
る
身
体
の
機
能
の
低
下
が
自
動
車
の
運
転
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
」
を
「
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
講
習
等
規
則
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
の
表
の
区
分
欄
の
一
の
項
に
規
定
す
る
影
響
」
に
、「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
実
施
基
準

（
別
表
第
四
の
二
の
二
）」
を
「
別
表
第
四
の
二
の
二
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
実
施
基
準
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
四
の
八
）」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
の

八
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
申
請
書
（
以
下
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
申
請
書
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
（
別
記
様
式
第
十
四
の
九
）」
を
「
別
記
様
式

第
十
四
の
九
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
は
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
申
請
書
に
認
知
機
能
検
査
を
受
検
済
み

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
令
第
三
十
七
条
の
六
の
二
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、「
で
国
家
公

安
委
員
会
規
則
」
を
「
の
う
ち
講
習
等
規
則
」
に
、「
の
講
習
内
容
は
、
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
の
講

習
科
目
（
別
表
第
四
の
二
の
三
）」
を
「
は
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
受
講
結
果
確
認
書
の
交
付
を
受
け
た

者
が
受
講
す
る
も
の
（
別
表
第
四
の
二
の
三
に
お
い
て
「
簡
易
講
習
」
と
い
う
。）
及
び
そ
れ
以
外
の

も
の
（
別
表
第
四
の
二
の
三
に
お
い
て
「
通
常
講
習
」
と
い
う
。）
と
し
、
講
習
内
容
は
、
別
表
第
四

の
二
の
三
の
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
の
講
習
科
目
及
び
時
間
割
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
任

意
高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
四
の
十
）」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
の
十
の
特
定
任
意

高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
（
以
下
「
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
終
了
証
明
書
（
別
記
様
式
第
十
四
の
十
一
）」
を
「
別
記
様
式

第
十
四
の
十
一
の
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
終
了
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
は
、
特
定
任
意
高
齢
者
講
習
受
講
申
請
書
に
認
知
機
能
検
査
を
受
検

済
み
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
四
中
「
公
安
委
員
会
が
定
め
る
講
習
機
関
」
を
「
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
三
の
要
件

を
充
た
す
と
公
安
委
員
会
が
認
め
た
も
の
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
手
続
）

第
十
八
条
の
八
　
講
習
等
規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
講
習
（
以
下
「
認
知
機
能
検
査
員
講
習
」
と

い
う
。）
は
、
別
表
第
四
の
四
の
認
知
機
能
検
査
員
講
習
の
講
習
項
目
及
び
講
習
時
間
の
基
準
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
新
任
運
転
適
性
指
導
員

研
修
、
運
転
適
性
講
習
指
導
員
研
修
又
は
高
齢
者
講
習
指
導
員
研
修
を
終
了
し
た
者
又
は
平
成
二
十

一
年
六
月
一
日
よ
り
前
に
高
齢
者
講
習
指
導
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
研

修
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
む
。）
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、

そ
の
者
の
申
し
出
に
よ
り
受
講
済
み
の
講
習
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
省
略
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

認
知
機
能
検
査
員
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
五
の
六
の
認
知
機
能
検
査
員

講
習
受
講
申
請
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
受
講
済
み
の
講
習

項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
省
略
し
て
受
講
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
当
該
講
習
項
目
に

つ
い
て
受
講
済
み
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二



３

公
安
委
員
会
は
、
認
知
機
能
検
査
員
講
習
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
十
五
の
七
の

認
知
機
能
検
査
員
講
習
終
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
当
該
技
能
審
査
合
格
証
明
書
の
発
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る

ま
で
の
間
は
」
を
「
当
該
技
能
審
査
合
格
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
な
い
者
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

技
能
教
習
及
び
学
科
教
習
の
科
目
並
び
に
科
目
ご
と
の
教
習
時
間
は
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
別
表
第
四
の
各
号
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
中
「
大
型
自
動
車
」
の
下
に
、「
、
中
型
自
動
車
」
を
加
え
、

「
一
年
」
を
「
九
月
」
に
、「
表
に
掲
げ
る
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、「
終
了
」
を
「
修
了
」
に
改

「

乗
車
定
員
３
０
人
以
　
１
０
メ
ー
ト
　
２．

４
０
メ
　
５．

１
５
メ

上
の
バ
ス
型
の
大
型
　
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

自
動
車
　
１
１
メ
ー
ト
　
２．

５
０
メ
　
５．

３
５
メ

ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下

め
、
同
項
第
六
号
の
表
中

乗
車
定
員
５
人
以
上
　
４．

４
０
メ
　
１．

６
９
メ
　
２．

５
０
メ

の
普
通
自
動
車
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

４．

９
０
メ
　
１．

８
０
メ
　
２．

８
０
メ

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下

「
を

ス
型
の
中
型
自
動
車
　
９．

３
０
メ
　
２．

５
０
メ
　
４

１．

３
０
メ
　
同
上

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー

の
普
通
自
動
車
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー

」

４．

９
０
メ
　
１．

８
０
メ
　
２

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー

．

１
５
メ
　
補
助
ブ
レ
ー

ト
ル
以
上
　
キ
を
有
す
る

．

３
５
メ
　
も
の
で
あ
る

ト
ル
以
下
　
こ
と
。

．

２
０
メ
　
同
上

に
、
「
普
通
自
動
車
で
」
を
「
中
型
自
動
車
で
」
に
改

．

４
０
メ

ト
ル
以
下

．

５
０
メ
　
１．

３
０
メ
　
同
上

ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

．

８
０
メ

ト
ル
以
下

」め
る
。

別
表
第
一
の
三
の
三
の
項
及
び
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
　
路
上
に
お
け
る
運
　
（
１
）
運
転
行
動
の
観
察
　
３
０
分

転
演
習
　
実
技
　
９
０
分

（
２
）
他
の
交
通
に
対
す
る
配
慮
　
ー

（
３
）
路
上
運
転
に
つ
い
て
の
話
　
ゼ
ミ
　
３
０
分
　
１
０
分

合
い

運
転
が
未
熟
で
あ
る
　
原
付
特
別
訓
練
　
実
技
　
４
０
分

と
判
断
し
た
場
合

４
　
（
１
）
危
険
予
測
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
　
ゼ
ミ
　
９
０
分
　
５
０
分

ョ
ン

（
２
）
危
険
予
測
・
判
断
能
力
の
　
講
義
　
３
０
分
　
３
０
分

向
上
　
（
映
画
）

運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
　
（
１
）
危
険
を
予
測
し
た
運
転
　
実
技

ー
を
使
用
す
る
場
合
　
１
２
０
分

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

三

乗
車
定
員
３
０
人
以
　
１
０
メ
ー
ト
　
２
．
４
０
メ
　
５
．
１
５
メ

上
の
バ
ス
型
の
大
型
　
ル
以
上
　
　
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

自
動
車
　
　
　
　
　
　
１
１
メ
ー
ト
　
２
．
５
０
メ
　
５
．
３
５
メ

ル
以
下
　
　
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下

乗
車
定
員
５
人
以
上
　
４
．
４
０
メ
　
１
．
６
９
メ
　
２
．
５
０
メ

の
普
通
自
動
車
　
　
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

４
．
９
０
メ
　
１
．
８
０
メ
　
２
．
８
０
メ

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下

乗
車
定
員
３
０
人
以
　
１
０
メ
ー
ト
　
２
．
４
０
メ
　
５

上
の
バ
ス
型
の
大
型
　
ル
以
上
　
　
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー

自
動
車
　
　
　
　
　
　
１
１
メ
ー
ト
　
２
．
５
０
メ
　
５

補
助
ブ
レ
ー

ル
以
下
　
　
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー

キ
を
有
す
る

も
の
で
あ
る

乗
車
定
員
１
１
人
以
　
８
．
２
０
メ
　
２
．
２
５
メ
　
４

こ
と
。

上
２
９
人
以
下
の
バ
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー

ス
型
の
中
型
自
動
車
　
９
．
３
０
メ
　
２
．
５
０
メ
　
４

１
．
３
０
メ
　
同
上

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー

ー
ト
ル
以
上

乗
車
定
員
５
人
以
上
　
４
．
４
０
メ
　
１
．
６
９
メ
　
２

の
普
通
自
動
車
　
　
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上
　
ー

４
．
９
０
メ
　
１
．
８
０
メ
　
２

．
１
５
メ
　
　
　
　
　
　
　
補
助
ブ
レ
ー

ト
ル
以
上
　
　
　
　
　
　
　
キ
を
有
す
る

．
３
５
メ
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
あ
る

ト
ル
以
下
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
。

．
２
０
メ
　
　
　
　
　
　
　
同
上

ト
ル
以
上

．
４
０
メ

ト
ル
以
下

．
５
０
メ
　
１
．
３
０
メ
　
同
上

ト
ル
以
上
　
ー
ト
ル
以
上

．
８
０
メ

ト
ル
以
下

」

３
　
路
上
に
お
け
る
運
　
（
１
）
運
転
行
動
の
観
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
０
分

転
演
習
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
　
　
技
　
　
９
０
分

（
２
）
他
の
交
通
に
対
す
る
配
慮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

（
３
）
路
上
運
転
に
つ
い
て
の
話
　
ゼ
　
　
ミ
　
　
３
０
分
　
　
１
０
分

合
い

運
転
が
未
熟
で
あ
る
　
　
　
　
　
原
付
特
別
訓
練
　
　
　
　
実
　
　
技
　
　
　
　
　
　
　
４
０
分

（
場
内
コ
ー
ス
）

と
判
断
し
た
場
合

４
　
危
険
予
測
訓
練
　
　
（
１
）
危
険
予
測
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
　
ゼ
　
　
ミ
　
　
９
０
分
　
　
５
０
分

ョ
ン

ー
ト
ル
以
下
　
ー
ト
ル
以
下
　
ー



（
２
）
危
険
予
測
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
　
ゼ
ミ

ョ
ン

「４
　
運
転

別
表
第
四
の
二
中
「
１
０
分
」
を
「
５
分
」
に
、「
４
０
分
」
を
「
２
０
分
」
に
、

５
　
運
転

「４
　
運
転
適
性
に
つ
い
て
の
指

適
性
に
つ
い
て
の
診
断
と
指
導
!
　
６
０
分

を
　
５
　
運
転
適
性
に
つ
い
て
の
指

適
性
に
つ
い
て
の
診
断
と
指
導
"
　
６
０
分

」

６
　
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

導
!
　
６
０
分

導
"
　
６
０
分
　
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
０
分

」備
考

１
　
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
〜
５
の
講
習
科
目
を
実

施
し
、
合
計
講
習
時
間
は
１
５
０
分
と
す
る
。

２
　
小
型
特
殊
免
許
の
み
を
保
有
す
る
者
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
〜
４
の
講
習
科
目

を
実
施
し
、
合
計
講
習
時
間
は
９
０
分
と
す
る
。

３
　
休
憩
時
間
は
、
講
習
時
間
以
外
に
適
当
な
時
間
を
設
け
る
。

別
表
第
四
の
二
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

四

（
２
）
危
険
予
測
・
判
断
能
力
の
　
講
　
　
義
　
　
３
０
分
　
　
３
０
分

向
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
映
画
）

運
転
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
　
（
１
）
危
険
を
予
測
し
た
運
転
　
　
実
　
　
技

ー
を
使
用
す
る
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
２
０
分

（
２
）
危
険
予
測
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
　
ゼ
　
　
ミ

ョ
ン

「
４
　
運
転

「
１
０
分
」
「
５
分
」

「
４
０
分
」
「
２
０
分
」

５
　
運
転

「
４
　
運
転
適
性
に
つ
い
て
の
指

適
性
に
つ
い
て
の
診
断
と
指
導
①
　
　
　
　
６
０
分

５
　
運
転
適
性
に
つ
い
て
の
指

適
性
に
つ
い
て
の
診
断
と
指
導
②
　
　
　
　
６
０
分

」
６
　
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

導
①
　
　
　
　
　
　
　
６
０
分

導
②
　
　
　
　
　
　
　
６
０
分
　
　
　

３
０
分

」
備
考１
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
～
５
の
講
習
科
目
を
実
施

し
、
合
計
講
習
時
間
は
１
５
０
分
と
す
る
。

２
小
型
特
殊
免
許
の
み
を
保
有
す
る
者
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
～
４
の
講
習
科
目
を

実
施
し
、
合
計
講
習
時
間
は
９
０
分
と
す
る
。

３
　
休
憩
時
間
は
、
講
習
時
間
以
外
に
適
当
な
時
間
を
設
け
る
。

別
表
第
四
の
二
中
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
に
、

を
　
　
　
　
　
に
、

を

に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

五

別表第４の２の３（第１８条の２の３関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

六

別
表
第
四
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

七

別表第４の４（第１８条の８関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

八

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

九

別表第６（第２２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
〇

「

運
転
で
き
る
普
通
自
動
車
が
「
普
通
車
は
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

普
通
自
動
車
（
オ

別
表
第
七
中
　
　
車
に
限
る
」
の
限
定
を
付
さ
れ
た
普
通
免
許
を
受
け
て
い
る
　
ク
車
で
な
い
こ
と

者
に
係
る
限
定
解
除

四
時
限
以
上
の
技

「

運
転
で
き
る
普
通
自
動
車
が
「
普
通
車
は
Ａ
Ｔ
車
に
限
る
」

普
通
自
動
車

旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
普
通
免
許
又
は
普
通
二
種
免
許
を
受

ク
車
で
な
い

け
て
い
る
者
に
係
る
限
定
解
除

四
時
限
以
上

運
転
で
き
る
中
型
自
動
車
が
「
中
型
車
は
八
ｔ
未
満
に
限
る
」
中
型
自
動
車

旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
中
型
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係

上
の
技
能
教

る
限
定
解
除

運
転
で
き
る
中
型
自
動
車
が
「
中
型
車
は
八
ｔ
未
満
の
Ａ
Ｔ

中
型
自
動
車

車
に
限
る
」
旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
中
型
免
許
を
受
け
て
い

上
の
技
能
教

ー
ト
マ
チ
ッ
　
　
　
　
　
る
者
に
係
る
限
定
解
除

。
）
に
よ
る
　
　
を

能
教
習
　
　
　
　
　
　
　
運
転
で
き
る
中
型
自
動
車
が
「
中
型
車
は
八
ｔ
未
満
の
車
両

バ
ス
型
の
中

」

に
限
る
」
旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
中
型
第
二
種
免
許
を
受
け

五
時
限
以
上

て
い
る
者
に
係
る
限
定
解
除

運
転
で
き
る
中
型
自
動
車
が
「
中
型
車
は
八
ｔ
未
満
の
Ａ
Ｔ

バ
ス
型
の
中

車
に
限
る
」
旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
中
型
第
二
種
免
許
を
受

九
時
限
以
上

け
て
い
る
者
に
係
る
限
定
解
除

運
転
で
き
る
大
型
自
動
車
が
「
自
衛
隊
用
自
動
車
に
限
る
」

大
型
自
動
車

旨
の
限
定
を
付
さ
れ
た
大
型
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る

上
の
技
能
教

限
定
解
除

（
オ
ー
ト
マ
チ
ッ

こ
と
。
）
に
よ
る

の
技
能
教
習

に
よ
る
五
時
限
以

習に
よ
る
九
時
限
以

習

に
改
め
る
。

型
自
動
車
に
よ
る

の
技
能
教
習

型
自
動
車
に
よ
る

の
技
能
教
習

に
よ
る
六
時
限
以

習

」

別
記
様
式
第
十
一
及
び
別
記
様
式
第
十
一
の
二
中
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
の
三
及
び
別
記
様
式
第
十
一
の
四
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
の
六
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
の
十
一
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
第
１
項
　
　
「
第
４
項

第
２
項
」

第
５
項
」

「
第
９
０
条
第
６
項
●

「
第
９
０
条
第

第
１
０
３
条
第
５
項
」

第
１
０
３
条

８
項
第
６
項
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
一

別記様式第１４の６（第１８条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
二

別記様式第１４の７（第１８条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
三

別記様式第１４の８（第１８条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
四

別記様式第１４の９（第１８条の２の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
五

別記様式第１４の１０（第１８条の２の３関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
六

別記様式第１４の１１（第１８条の２の３関係）



別
記
様
式
第
十
五
の
五
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
八

別記様式第１５の６（第１８条の８関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

一
九

別記様式第１５の７（第１８条の８関係）



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

更
新
時
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

更
新
時
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

更
新
時
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
運
転
免
許
に
係
る
講
習
に
関
す
る
規
則
」
を
「
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関

す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
に
つ
い
て

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。平

成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

一

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

１
　
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
日
時

●

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
二
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
（
水
）、
同
月
三
日
（
金
）
及
び
同
月
六
日
（
月
）
か
ら
同
月
九

日
（
木
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

●

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
三
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日
（
水
）
か
ら
同
年
八
月
五
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日

曜
日
を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２
　
実
施
場
所

甲
府
市
宝
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
号
　
山
梨
県
農
業
共
済
会
館
二
階
研
修
室

二
　
受
講
定
員

各
講
習
と
も
三
十
人

三
　
受
講
対
象
者

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
受
講
を
希
望
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
当
該
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）
の
区
分

に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
「
一
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書

（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
二
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、

当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警

備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
一
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
「
旧
二
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合

格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も

の

四
　
受
講
手
続

１
　
事
前
申
込
手
続

●

事
前
申
込
み
の
方
法

受
講
を
希
望
す
る
者
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
受
付
専
用
電

話
〇
五
五
│
二
二
七
│
七
八
三
〇
）
あ
て
に
事
前
に
申
込
み
を
行
い
、
受
理
番
号
を
取
得
す
る

こ
と
（
電
話
一
本
に
つ
き
一
人
の
受
付
と
し
、
受
付
専
用
電
話
以
外
で
の
受
付
は
行
わ
な
い
。）。

●

事
前
申
込
受
付
期
間

次
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
区
分
ご
と
に
行
う
。

な
お
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
事
前
申
込
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
人
員
が
定
員
に

達
し
た
場
合
は
、
受
付
を
締
め
切
る
。

１

二
号
警
備
業
務

平
成
二
十
一
年
六
月
八
日
（
月
）
及
び
同
月
九
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二
〇

（ ）一（ ）二

（ ）一（ ）二
（ ）１



２

三
号
警
備
業
務

平
成
二
十
一
年
六
月
十
五
日
（
月
）
及
び
同
月
十
六
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

２
　
受
講
申
込
手
続

１
の
事
前
申
込
手
続
を
行
い
、
受
理
番
号
を
取
得
し
た
者
は
、
次
に
よ
り
受
講
の
申
込
み
を
行

う
こ
と
。

受
講
申
込
受
付
期
間

１

二
号
警
備
業
務

平
成
二
十
一
年
六
月
十
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

２

三
号
警
備
業
務

平
成
二
十
一
年
六
月
十
七
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

提
出
書
類

１

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
一
通

２

写
真
（
申
込
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
三
分
身
、
無
帽
、
無
背
景
の
縦
の
長

さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面

に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

一
枚

３

受
講
対
象
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面

ア
　
三
１
に
該
当
す
る
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
履
歴
書

イ
　
三
２
に
該
当
す
る
者

一
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

ウ
　
三
３
に
該
当
す
る
者

二
級
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一

年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

エ
　
三
４
に
該
当
す
る
者

旧
一
級
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し

オ
　
三
５
に
該
当
す
る
者

旧
二
級
検
定
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一

年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

４

代
理
人
が
受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状

三

受
講
手
数
料

各
講
習
と
も
受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
三
万
八
千
円
の
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る

こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し

な
い
。

四

受
講
申
込
書
等
の
提
出
先

二
に
掲
げ
る
書
類
を
申
込
人
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
（
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に

住
所
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
甲
府
警
察
署
）
に
提
出
し
、
受
理
番
号
を
申
告
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
受
け
付
け
な
い
。

五
　
講
習
の
委
託

講
習
は
、
社
団
法
人
山
梨
県
警
備
業
協
会
（
所
在
地
　
甲
府
市
宝
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
号
）
に

委
託
し
て
行
う
。

六
　
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
最
終
日
に
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
行
い
、
合
格
者
に
は
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任

者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

七
　
そ
の
他

１
　
講
習
初
日
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
に
受
付
を
済
ま
せ
る
こ
と
。

２
　
受
講
者
は
受
講
に
当
た
り
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

３

講
習
に
つ
い
て
の
質
疑
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
五
五

│
二
三
五
│
二
一
二
一
内
線
三
〇
二
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

二
一

（ ）一（ ）二
（ ）２（ ）１（ ）１ （ ）２

（ ）三
（ ）４ （ ）２（ ）３

（ ）四

（ ）二
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